
 

 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

５２０ 小柴胡湯エキス（肝硬変等）の算定について 

 

《令和７年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

適応傷病名と次の傷病名等がある患者に対する小柴胡湯エキス（ツムラ小

柴胡湯エキス顆粒等）の算定は、原則として認められない。 

⑴ 肝硬変 

⑵ 肝癌 

⑶ インターフェロン製剤を投与中の患者 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒は、添付文書に「インターフェロン製剤を投与中

の患者、肝硬変、肝癌の患者、慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が

10 万/mm3 以下の患者」には投与しない旨記載されており、肝硬変、肝癌の患

者に投与した場合、警告に「間質性肺炎が起こり、早期に適切な処置を行わな

い場合、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十分観察し、

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常、胸部Ｘ線異常、胸部ＣＴ異常等があらわ

れた場合には、ただちに本剤の投与を中止すること」とされている。 

以上のことから、適応傷病名と上記傷病名等がある患者に対する小柴胡湯

エキス（ツムラ小柴胡湯エキス顆粒等）の算定は、原則として認められないと

判断した。 
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